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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅合金であって、高温環境下で、溶融した銅に０．０１～０．６ｗｔ％の範囲内にある
所定量の炭素を添加させ、
　前記高温環境が１２００～１２５０℃の温度範囲内にあり、
　前記炭素は、六方晶系のグラファイト型である
ことを特徴とする銅合金。
【請求項２】
　前記炭素が前記高温環境下にある銅へ混入することを促進させるための炭素添加促進剤
が前記炭素とともに添加される
ことを特徴とする請求項１に記載の銅合金。
【請求項３】
　前記所定量の炭素が、０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内にある
ことを特徴とする請求項１に記載の銅合金。
【請求項４】
　銅合金の製造方法であって、
　銅材料が投入された高温用金属溶融炉を高温環境にまで加熱させ、前記銅材料中の酸素
を除去するとともに前記銅材料を溶融させる溶融工程と、
　前記溶融工程により溶融され前記高温環境下にある銅へ所定量の炭素を添加する加炭工
程と、
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　前記銅材料と前記炭素とを攪拌する攪拌工程と、
　前記攪拌工程により攪拌された前記銅材料と前記炭素との混合物を鋳型に流し込んで前
記混合物を冷却凝固させる冷却工程と、
を備え、
　前記炭素は、六方晶系のグラファイト型であり、
　前記高温環境が１２００～１２５０℃の温度範囲内にあり、
　前記所定量の炭素量が０．０１～０．６ｗｔ％の範囲内である
ことを特徴とするの銅合金の製造方法。
【請求項５】
　前記加炭工程において、前記炭素が前記高温環境下にある銅へ混入することを促進させ
るための炭素添加促進剤が前記炭素とともに添加される
ことを特徴とする請求項４に記載の銅合金の製造方法。
【請求項６】
　前記炭素添加促進剤は、前記高温用金属溶融炉において溶融した前記銅材料の表面に浮
上し、回収される
ことを特徴とする請求項５に記載の銅合金の製造方法。
【請求項７】
　前記炭素添加促進剤は、前記冷却工程において、前記高温用金属溶融炉の底部にある取
り出し口から前記銅材料と前記炭素との混合物と共に鋳型に流し込ませ、冷却後に叩かれ
て前記混合物から分離される
ことを特徴とする請求項５に記載の銅合金の製造方法。
【請求項８】
　前記所定量の炭素量が０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内である
ことを特徴とする請求項４に記載の銅合金の製造方法。
【請求項９】
　前記高温用金属溶融炉は、前記銅材料及び前記炭素が投入される窯部と、前記窯部の上
方位置に密閉加熱空間を形成する加熱空間部と、加熱燃料を前記密閉加熱空間内に供給し
前記密閉加熱空間及び前記窯部を加熱する加熱部と、前記加熱空間部に形成された排気口
とを備える
ことを特徴とする請求項４に記載の銅合金の製造方法。
【請求項１０】
　前記溶融工程において、前記高温用金属溶融炉の前記排気口から排出される酸素量が０
になるように加熱燃料の供給量を調節する
ことを特徴とする請求項４に記載の銅合金の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、銅合金に関し、詳しくは銅材料に加炭することで得られる炭素添加銅合金
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　銅材は一般的な金属の中で電気伝導率が高い特性を有し、加工性にも優れており、電線
等を含め種々の銅合金が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－９２１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　例えば電力を送電する電線においては、電線の電気抵抗をわずかにでも低く改良される
だけでも、送電距離が長いために、ジュール損失の低減効果は非常に大きい。このために
、より低い電気抵抗を有する銅材は常に求められている。また、電線等に用いられる銅材
としては、単に低い電気抵抗を有するというだけでは十分でなく、高い引っ張り強度を有
する等の加工性に優れている必要がある。
【０００５】
　しかしながら、従来の銅材は高い電気抵抗と低い引っ張り強度を有するという問題があ
った。
　また、銅材料に炭素を添加することを試みようとした場合に、どの程度の重量比（ｗｔ
％）の炭素量を添加することが可能であってかつ有益であり、また、どのような手法によ
って添加することが可能であるかについて、明確には示されていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明は、銅に炭素を添加、とりわけ、銅に六方晶系のグラファイト型の炭素を実用
性に耐える程に均一的に分布するように添加することを可能にした発明者の知見に基づく
ものである。
【０００７】
　本願発明の目的は、上記従来技術の問題を解消し、従来に比べてより低い電気抵抗とよ
り低い高い引っ張り強度を有する銅合金及びその製造方法を提供することである。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本願発明に係る銅合金は、銅合金であって、高温環境下で
、溶融した銅に０．０１～０．６ｗｔ％の範囲内にある所定量の炭素を添加させたことを
特徴とする。
【０００９】
　また、前記高温環境が１２００～１２５０℃の温度範囲内にある
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、前記炭素は、六方晶系のグラファイト型であることを特徴とする。
　また、前記炭素が前記高温環境下にある銅へ混入することを促進させるための炭素添加
促進剤が前記炭素とともに添加されることを特徴とする。
　また、より好ましくは、前記所定量の炭素が、０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内にある
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本願発明に係る銅合金の製造方法は、銅合金の製造方法であって、
　銅材料が投入された高温用金属溶融炉を高温環境にまで加熱させ、前記銅材料中の酸素
を除去するとともに前記銅材料を溶融させる溶融工程と、
　前記溶融工程により溶融され前記高温環境下にある銅へ所定量の炭素を添加する加炭工
程と、
　前記銅材料と前記炭素とを攪拌する攪拌工程と、
　前記攪拌工程により攪拌された前記銅材料と前記炭素との混合物を鋳型に流し込んで前
記混合物を冷却凝固させる冷却工程と、
を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記加炭工程において、前記炭素が前記高温環境下にある銅へ混入することを促
進させるための炭素添加促進剤が前記炭素とともに添加される
ことを特徴とする。
【００１３】
　また、前記高温環境が１２００～１２５０℃の温度範囲内にあることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記所定量の炭素量が０．０１～０．６ｗｔ％の範囲内であることを特徴とする
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。
　また、より好ましくは、前記所定量の炭素が、０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内にある
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、前記高温用金属溶融炉は、前記銅材料及び前記炭素が投入される窯部と、前記窯
部の上方位置に密閉加熱空間を形成する加熱空間部と、加熱燃料を前記密閉加熱空間内に
供給し前記密閉加熱空間及び前記窯部を加熱する加熱部と、前記加熱空間部に形成された
排気口とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記溶融工程において、前記高温用金属溶融炉の前記排気口から排出される酸素
量が０になるように加熱燃料の供給量を調節する
ことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】高温用金属溶融炉を示す平面図。
【図２】高温用金属溶融炉を示す断面図。
【図３】電気抵抗率の測定した結果を示す図。
【図４】引っ張り試験の結果を示す図。
【図５】図４における降伏応力（ＭＰａ）及び引っ張り強さ（ＭＰａ）の値を示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本願発明の実施形態について説明する。　
　本実施形態本に係る銅合金は、高温環境下で、溶融した銅に０．０１～０．６ｗｔ％の
範囲内にある所定量の炭素を添加させて構成したものである。
【００１９】
　ここで、高温環境とは、炭素を実用性に耐える程に均一的に分布するように添加するこ
とを可能にするものであり、この高温環境は１２００～１２５０℃の温度範囲内にあり、
銅の融点温度である１０８３℃よりも高温である。
　高温環境が１２００℃より低い場合には、銅の溶融が不十分であり、添加する炭素が溶
融した銅中に均一に拡散しにくい。特に、高温用金属溶融炉内の銅同材料の全体を均一的
に溶融するためには、銅の融点温度である１０８３℃に比べて余裕のある高温環境である
必要がある。また、高温環境が１２５０℃より高い場合には、添加する炭素が溶融した銅
中において互いにはじかれ局在する傾向を有し均一に拡散しにくく、また沸騰する傾向を
有し、現実的な製造に適さない。また、現実的には、高温用金属溶融炉を構成ずる炭素成
分等の他の成分が溶出することを回避する必要もあり、１２５０℃より高くないことが好
ましい。したがって、より高温環境の下で炭素を添加させる必要があるが、１２５０℃以
内で理想とする炭素の形態を得られる。また、１２５０℃より高い高温環境においては、
炭素を添加させたとしても、そのような極めて高温の高温環境下に高温用金属溶融炉を操
作維持するためには、燃焼燃料コストがかかるということで不経済でもあり、また不純物
の混入を回避するための管理面においても技術的に容易でないこともあり、有意な意味を
なさない。
【００２０】
　また、所定量の炭素量は、０．０１より小さい場合には、銅固有の電気抵抗と変わらず
電気抵抗の値を有し炭素を添加した効果が生じない。０．６ｗｔ％より大きい場合には、
銅固有の電気抵抗より低い電気抵抗の値を有するが引っ張り強度が小さくなりすぎる。ま
た、炭素量を０．６ｗｔ％より大きくした場合には、炭素を均一に拡散させることが非常
に難しくなり、実用性に耐え得る品質を保証することが難しくなる。そこで、実験的な考
察によれば、所定量の炭素量は、０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内であることがより好ま
しい。ここで、炭素の原子量はＣｕに比べて小さいので、炭素量が０．０１～０．６ｗｔ
％の範囲であるとしても、添加される炭素の原子の数は必ずしも少なくはないのである。
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したがって、炭素量の上限については、０．６ｗｔ％とする。なお、前記所定量の炭素量
が０．０３～０．３ｗｔ％の範囲内である場合は、低い電気伝導率と高い引っ張り特性を
確実に備える上でより好ましい。
【００２１】
　なお、かかる炭素量については、銅合金の用途に応じて必要とする引っ張り強度や硬度
、電気伝導率等から適宜決定される。
【００２２】
　また、添加する炭素は、六方晶系のグラファイト型であることが好ましい。炭素がグラ
ファイトである場合には、炭素が柔らかい特性を有するために、１２００～１２５０℃の
温度範囲という高温環境）下で炭素を実用性に耐える程に均一的に分布するように添加す
ることが可能になる。これに対して、炭素が立方晶系のダイヤモンド型である場合には非
常に硬い特性を有するために、１２００～１２５０℃の温度範囲という高温環境下であっ
ても、炭素を実用性に耐える程に均一的に分布するように添加することができない。
【００２３】
　また、添加する炭素は、高温環境下にある銅へ炭素が局在することなく均一的に混入す
ることを促進させるための炭素添加促進剤とともに前記銅へ添加される。
【００２４】
　次に、本願発明にかかる銅合金の製造方法について説明する。　
　図１は高温用金属溶融炉１を示す平面図であり、図２は高温用金属溶融炉１を示す断面
図である。高温用金属溶融炉１は、反射型炉であり、断熱材壁で囲われた外壁部２の内側
に鋳型として形成された窯部３を有する。窯部３の上方位置には密閉加熱空間４が形成さ
れており、密閉加熱空間４の上部を形成する部位はドーム形状を有し、密閉加熱空間４の
上部の輻射熱が窯部３の部位に反射し窯部３中の銅材料等に熱が集中するように構成され
ている。高温用金属溶融炉１の前側の外壁部２には、バーナー口５が形成されており、バ
ーナー口５からバーナー７によって高温のガス炎９が投入され、ガス炎９は密閉加熱空間
４中にガス炎流路９ａを形成し、窯部３内を均一に加熱することを可能にする。１２００
～１２５０℃の温度範囲で加熱される。
【００２５】
　また、外壁部２にはバーナー口５に隣接する位置に、排気口１１が形成されており、排
気口１１から窯部３の内部の炎の状態を観察することができる。例えば、排気口１１から
窯部３の内部の炎の状態が青白い色であることを観察することによって、窯部３内の銅材
料中の酸素がほぼ除去されたことを経験的に確認できる。また、高温用金属溶融炉１の頂
部には煙突１３が設けられており、煙突１３から排出されて煙あるいは炎の色等の状態を
観察することによっても、窯部３内の銅材料中の酸素がほぼ除去されたことを確認できる
。
【００２６】
　本願発明に係る銅合金の製造方法は、銅材料が投入された高温用金属溶融炉１を１２０
０～１２５０℃の高温環境にまで加熱させ、銅材料を溶融させる溶融工程と、前記溶融工
程により溶融され前記高温環境下にある銅材料へ所定量の炭素を粉末状あるいは顆粒状の
炭素を炭素添加促進剤とともに添加する加炭工程と、銅材料と炭素と炭素添加促進剤加炭
剤とを攪拌する攪拌工程と、前記攪拌工程により攪拌された前記銅材料と前記炭素との混
合物を鋳型に流し込んで前記混合物を冷却凝固させる冷却工程と、を備えている。
　冷却工程におては、前記攪拌工程により攪拌された前記銅材料と前記炭素との混合物は
、高温用金属溶融炉１の底部に設けられた取り出し口から高温用金属溶融炉１の外部の鋳
型に流し込まれ、冷却される。
【００２７】
　ここで、炭素添加促進剤は、粉末状あるいは顆粒状の形状を有し、粉末状あるいは顆粒
状の炭素が互いに凝縮してしまうことを防止し、炭素が高温環境下にある銅へ混入するこ
とを促進する作用を有するものである。炭素添加促進剤は炭素と混合して供給され、供給
される炭素添加促進剤は炭素の量は、重量比で、炭素の１倍から２倍の範囲の量である。
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　炭素添加促進剤を、溶融工程により溶融され高温環境下にある銅材料へ粉末状あるいは
顆粒状の炭素とともに添加することによって、炭素添加促進剤の小さい塊に炭素が付着し
、炭素が炭素添加促進剤に保持される。炭素を保持した炭素添加促進剤の小さい塊は、溶
融した銅材料中を対流して上下し、この過程で炭素が溶融した銅材料中に分散させること
ができる。そして、炭素が炭素添加促進剤から分離して炭素のみが銅材料中に均一に混合
される。この後、炭素を溶融した銅材料中に均一的に混合させるという役目を終えた炭素
添加促進剤は、炭素添加促進剤は溶融した銅材料の表面に浮上する。炭素添加促進剤が炭
素と共に溶融した銅材料に添加されてから、溶融した銅材料の表面に浮上するまでの時間
は、例えば、数分間、例えば２分間という短時間である。
【００２８】
　炭素を溶融した銅材料中に均一的に混合させるという役目を終えて溶融した銅材料の表
面に浮上し炭素添加促進剤は、耐高温性のひしゃく道具を用いて回収される。
　また、ひしゃく道具を用いて回収する代わりに、次のようにして炭素添加促進剤を回収
することも可能である。すなわち、溶融した銅材料の表面に浮上し炭素添加促進剤を、溶
融した銅材料と共に高温用金属溶融炉１の底部に設けられた取り出し口から鋳型に流し込
ませ冷却する。次に、冷却した炭素添加促進剤と、前記銅材料と前記炭素との混合物とを
、ハンマーで叩くことによって、固化した炭素添加促進剤を、固化した前記銅材料と前記
炭素との混合物から分離させることができる。
【００２９】
　炭素添加促進剤を用いず単に攪拌作用のみに頼る場合には、炭素が互いに凝縮してしま
い銅材料中に均一に分散しない傾向を有するので、炭素添加促進剤を添加することがより
好ましい。
【００３０】
　前記溶融工程において、高温用金属溶融炉１の排気口１１から窯部３の内部あるいは密
閉加熱空間４の炎の状態が青白い色であることを観察することによって、　排気口１１か
ら排出される酸素量が０になるようにガスバーナー７の加熱燃料の供給量を調節すること
が行われる。これによって、窯部３内の銅材料に添加される炭素が酸化してしまい銅材料
中に混入することが妨げられることを防止することができる。
【００３１】
　次に、前述の製造方法により製造した本願発明の実施形態に係る銅合金の電気抵抗と引
っ張り強度について測定した結果について説明する。
【００３２】
　図３に四端子法で電気抵抗率の測定した結果を示す。試料としては、純粋な銅材（ａ）
、０．０３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｂ）、０．３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金
（ｃ）を用いた。測定の結果、純粋な銅材（ａ）の場合は１．９７（ｘ１０－８Ωｍ）で
あった。０．０３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｂ）の場合は１．８９（ｘ１０－８Ω
ｍ）であり、０．３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｃ）の場合は１．７１（ｘ１０－８
Ωｍ）であり、ともに純粋な銅材（ａ）の場合に比べて、電気抵抗率がより低くなること
が確認され、優れた電気抵抗率を有することが確認された。
【００３３】
　添加する炭素の量が０．３ｗｔ％よりも大きい場合でも、０．６ｗｔ％以内であれば、
低い電気抵抗率を享受できるとともに、炭素を溶融する銅材中に均一に拡散させることが
でき、実用性に耐え得る品質を保証することができることが確認された。また、添加する
炭素の量が０．０３ｗｔ％よりも小さい場合でも、０．０１ｗｔ％以上であれば、純粋な
銅に比べて有意により低い電気抵抗率を享受できることが確認された。以上のように、実
験を通じて、この低い電気抵抗率は、添加する炭素量が０．０１～０．６ｗｔ％の範囲で
あれば可能であるという心証が得られた。
【００３４】
　図４は、引っ張り試験の結果を示す。試料としては、純粋な銅材（ａ）、０．０３ｗｔ
％の炭素を添加した銅合金（ｂ）、０．３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｃ）を用いた
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。測定器としては、島津製作所製ＡＧＳ－５００Ｄを用いた。長さ２６ｍｍ、幅３．０ｍ
ｍ、厚み０．２３ｍｍの平板状試料を作成し、長さ方向にストレス（ＭＰａ）を加え、変
形量としてストレイン（％）を測定した。
【００３５】
　図４の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のいずれの場合においても、ストレス（ＭＰａ）をゼロ
から加えて増加させると、ストレス（ＭＰａ）とストレイン（％）との関係が最初は直線
的に変化し、さらにストレス（ＭＰａ）とストレイン（％）との関係は緩慢に変化する関
係になり、さらにストレス（ＭＰａ）を加えるとあるストレイン（％）の値でストレス（
ＭＰａ）は急降下する。ストレス（ＭＰａ）とストレイン（％）との関係が直線的に変化
する領域が弾性変形領域であり、ストレス（ＭＰａ）とストレイン（％）との関係が緩慢
に変化する領域が塑性変形領域を示す。弾性変形領域から塑性変形領域に移行するストレ
ス（ＭＰａ）の値が降伏応力（ＭＰａ）を示す。あるストレイン（％）の値で急降下する
ストレス（ＭＰａ）の値が引っ張り強さ（ＭＰａ）を示す。
【００３６】
　純粋な銅材（ａ）、０．０３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｂ）、及び０．３ｗｔ％
の炭素を添加した銅合金（ｃ）のサンプルについて、図４に示される降伏応力（ＭＰａ）
及び引っ張り強さ（ＭＰａ）の値を図５に示す。
【００３７】
　図５に示されるように、純粋な銅材（ａ）の場合に比べて、０．０３ｗｔ％の炭素を添
加した銅合金（ｂ）及び０．３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｃ）のように炭素を添加
した場合には、より高い降伏応力（ＭＰａ）及び引っ張り強さ（ＭＰａ）が得られること
が認められ、より優れた銅材料を得ることができることが認められる。
【００３８】
　上述のように、０．０３ｗｔ％の炭素を添加した銅合金（ｂ）の場合と０．３ｗｔ％の
炭素を添加した銅合金（ｃ）の場合は、ともに純粋な銅材（ａ）の場合に比べて、より丈
夫な材料特性を有し加工性に優れていることが確認された。また、実験を通じて、上述の
丈夫な材料特性は、添加する炭素量が０．０１～０．６ｗｔ％の範囲であれば可能である
という心証が得られた。
【００３９】
　また、添加する炭素量が０．６ｗｔ％より大きい場合には、炭素を銅材料に均一的に分
散させることが難しく不可能であることに起因すると思われることであるが、純粋な銅材
（ａ）の場合に比べて、より低い電気抵抗率を示す銅合金の存在を製造毎に定常的に安定
して確認することができなかった。また、添加する炭素量が０．０１より少ない場合には
、純粋な銅材に比べて有意な引っ張り特性の変化は認められなかった。
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